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心
理
士
に
よ
る
心
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

心
の
悩
み
で
お
悩
み
の
方
、

又
は
そ
の
家
族
の
方
は
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

応
相
談

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

　

村
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
心

配
な
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ
て
い

る
方
の
た
め
に
、
毎
月
第
２
土

曜
日
に
心
配
ご
と
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

１
月
11
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員　

村
民
生
委
員

　
　
　

星　

貞
雄
・
有
賀
路
夫

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

福
島
県
弁
護
士
会
白
河
支
部

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
予
約
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

◆
日
時　

２
月
21
日
㈮

　
　
　
　

13
：
00
～
16
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で

は
、
返
済
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の

借
金
を
抱
え
、
お
悩
み
の
方
々

か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

借
金
の
状
況
を
お
聞
き
し
、
必

要
に
応
じ
弁
護
士
・
司
法
書
士

な
ど
の
専
門
家
に
引
継
ぎ
を
行

い
ま
す
。
秘
密
厳
守
、
相
談
無

料
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
や
県
の
登
録
を
受

け
ず
に
貸
金
業
を
営
む
、
い
わ

ゆ
る
「
ヤ
ミ
金
融
」
業
者
に
は

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ご
利

用
さ
れ
て
い
る
貸
金
業
者
の
登

録
状
況
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

や
不
正
に
利
用
さ
れ
て
い
る
預

貯
金
口
座
に
関
す
る
相
談
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

◆
受
付

月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
、
年

末
年
始
除
く
）

8
：
30
～
12
：
00

13
：
00
～
16
：
30

問
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所

☎
０
２
４
・
５
３
３
・
０
０
６
４

（
多
重
債
務
者
相
談
窓
口
専
用
）

　

県
で
は
、
借
金
・
多
重
債
務

問
題
や
契
約
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

様
々
な
消
費
生
活
相
談
に
対
応

す
る
た
め
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

（
秘
密
厳
守
）

◆
日
時　

２
月
４
日
㈫

　

13
：
00
～
17
：
00

（
16
：
00
～
17
：
00
は
電
話
対

応
の
み
）

◆
予
約
受
付
時
間

　

8
：
30
～
17
：
00
（
平
日
）

◆
会
場　

白
河
合
同
庁
舎

◆
相
談
方
法

　

面
接
ま
た
は
電
話
で
の
相
談

※
相
談
時
間
は
１
人
あ
た
り
30

分
と
な
り
ま
す
。

問
県
南
地
方
振
興
局
県
民
環
境

部
県
民
生
活
課

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
４
８

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に

は
、
納
付
書
の
納
付
の
他
に
口

座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

納
付
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振

替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

を
利
用
す
る
と
、
継
続
的
に
納

付
で
き
、
手
間
が
無
く
納
め
忘

れ
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
を

前
納
（
前
払
い
）
す
る
こ
と
で
、

割
引
が
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
納

め
忘
れ
の
心
配
が
無
く
な
り
ま

す
。
納
付
の
手
続
き
は
、
お
住

ま
い
の
市
町
村
、
ね
ん
き
ん
ダ

イ
ヤ
ル
も
し
く
は
年
金
事
務
所

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
例
）

・
毎
月
納
付

　

１
６
，
４
１
０
円
（
平
成
31

年
度
）
×
12
ヶ
月

　

＝
１
９
６
，
９
２
０
円

相　
　

談

心
配
ご
と
相
談
所

多
重
債
務
・
貸
金
業

に
関
す
る
相
談
窓
口

消
費
生
活
無
料
法
律

相
談

心
の
相
談
会

無
料
法
律
相
談

国
民
年
金
保
険
料
は

お
得
な
納
付
方
法
が

選
べ
ま
す

案　
　

内

建築工事などその他
☆気軽に御相談ください。
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・
一
年
分
前
納
現
金
納
付

　

１
９
３
，
４
２
０
円

　

※
３
，
５
０
０
円
割
引

・
一
年
分
前
納
口
座
振
替

　

１
９
２
，
７
９
０
円

　

※
４
，
１
３
０
円
割
引

　

尚
、
令
和
2
年
４
月
分
か
ら

の
前
納
に
よ
る
口
座
振
替
申
出

は
２
月
末
が
期
限
で
す
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

問
白
河
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
０
２
４
８
・
２
７
・
４
１
６
１

　

確
定
申
告
を
す
る
際
に
必
要

と
な
る
令
和
元
年
分
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
は
、
日
本
年

金
機
構
よ
り
、
令
和
２
年
１
月

中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
老
齢
・

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
全
員
に
、

平
成
31
年
２
月
支
払
分
～
令
和

元
年
12
月
支
払
分
ま
で
の
金
額

を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票
と
な

り
ま
す
。
紛
失
さ
れ
な
い
よ
う

ご
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
は
、
非
課
税
所
得
で
す
の
で
、

源
泉
徴
収
票
は
送
付
し
て
お
り

ま
せ
ん
。

※
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
の
際

は
、
必
ず
左
記
予
約
受
付
専
用

電
話
で
ご
予
約
の
上
お
越
し
く

だ
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ
・
ご

予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号

が
わ
か
る
も
の
を
ご
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。

問
年
金
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

問
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
８
９
０

　

血
液
は
人
工
的
に
造
る
こ
と

が
で
き
ず
、
ま
た
長
い
期
間
に

わ
た
っ
て
保
存
す
る
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
絶
え

ず
誰
か
の
献
血
が
必
要
で
す
。

左
記
の
と
お
り
献
血
を
実
施
い

た
し
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
骨
髄
バ
ン
ク
の
ド
ナ

ー
登
録
会
も
併
せ
て
開
催
い
た

し
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
日
程

　

１
月
30
日
㈭

◆
受
付
時
間

　

９
：
30
～
11
：
30

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

【
福
島
県
こ
ど
も
救
急
電
話
相
談
】

　

看
護
師
や
医
師
が
家
庭
で
の

対
処
法
な
ど
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま

す
。

◆
受
付
時
間

　

毎
日
19
時
～
翌
朝
８
時

☎
短
縮
ダ
イ
ヤ
ル
♯
８
０
０
０

☎
０
２
４
・
５
２
１
・
３
７
９
０

【
小
児
平
日
夜
間
救
急
外
来
】

　

受
診
前
に
必
ず
電
話
し
、「
小

児
平
日
夜
間
救
急
外
来
」
と
お

伝
え
く
だ
さ
い
。

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
２
２
１
１

◆
診
察
場
所

　

白
河
厚
生
総
合
病
院

 

小
児
科
外
来

◆
診
察
日

　

平
日
（
た
だ
し
、
病
院
の
休

診
日
及
び
祝
日
は
除
く
。
）

◆
受
付
時
間

　

19
：
15
～
21
：
15

　

急
病
患
者
の
利
用
を
原
則
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
薬
は
1
日

分
と
な
り
ま
す
。
翌
日
は
、
か

か
り
つ
け
医
の
診
察
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　

体
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
ら
、

な
る
べ
く
昼
間
の
う
ち
に
、
医

療
機
関
に
相
談
、
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、
有

期
雇
用
労
働
者
の
皆
さ
ま
、
令

和
２
年
４
月
よ
り
パ
ー
ト
タ
イ

ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
正
社
員

と
非
正
規
社
員
の
間
の
不
合
理

な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　

正
社
員
と
比
べ
て
基
本
給
が

少
な
い
、
賞
与
が
無
い
、
手
当

が
無
い
と
い
っ
た
差
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
仕
方
が
な
い
と
あ
き

ら
め
る
前
に
福
島
労
働
局
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
福
島
労
働
局

　

雇
用
環
境
・
均
等
室

☎
０
２
４
・
５
３
６
・
４
６
０
９
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塗装【ペンキ】工事
住宅からビルディング
まで工場・オフィス
店舗・内外塗装工事

＊見積り無料
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(     ) (    　　  )看板 　　　　エアーブラシ設計
施工

アンドン
イラスト、他

夜
間
に
突
然
、
お
子

さ
ん
の
体
の
具
合
が

悪
く
な
っ
た
ら

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有

期
雇
用
労
働
法
に
つ

い
て

令
和
元
年
分
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票

に
つ
い
て

「
献
血
と
骨
髄
バ
ン
ク

の
ド
ナ
ー
登
録
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
」
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福
島
県
最
低
賃
金
が
令
和
元

年
10
月
１
日
か
ら
時
間
額
798
円

に
変
わ
り
ま
し
た
。
福
島
県
最

低
賃
金
は
、
常
用
、
臨
時
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
福
島
県

内
の
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用

さ
れ
、
使
用
者
は
、
そ
の
金
額

以
上
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

最
低
賃
金
に
は
、
次
の
賃
金

は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

精
皆
勤
手
当
、
通
勤
手
当
、
家

族
手
当
、
時
間
外
手
当
、
休
日

の
割
増
賃
金
、
深
夜
手
当
、
臨

時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
１
か

月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払

わ
れ
る
賃
金

問
福
島
労
働
局

　

労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
２
４
・
５
３
６
・
４
６
０
４

【
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は

届
出
が
必
要
で
す
】

　

建
物
ま
た
は
建
物
の
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
、
所
有
者
は

「
家
屋
取
壊
し
届
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
毎
年

１
月
１
日
の
賦
課
期
日
現
在
に

存
在
す
る
建
物
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
年
度
の
途
中
で
取
り
壊
し

た
建
物
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度

か
ら
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

取
り
壊
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
な
い
場
合
は
課
税
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る
建

物
で
、
法
務
局
で
滅
失
登
記
が

完
了
し
て
い
る
場
合
は
「
家
屋

取
壊
し
届
」
の
提
出
は
不
要
と

な
り
ま
す
。

【
住
宅
を
取
り
壊
し
た
場
合
、

土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

税
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
】

　

住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地

（
住
宅
用
地
）
は
「
住
宅
用
地

に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
」

が
適
用
さ
れ
、
固
定
資
産
税
が

減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
住
宅
を
取
り
壊
す
と
、
そ

の
特
例
の
適
用
か
ら
外
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

問
村
総
務
課
税
務
係

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
１
１
３

　

建
物
を
取
り
壊
し
た
所
有
者

は
、
滅
失
登
記
申
請
書
に
取
壊

証
明
書
及
び
取
り
壊
し
た
業
者

か
ら
の
証
明
書
な
ど
の
書
類
を

添
付
し
、
滅
失
登
記
申
請
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

所
有
者
の
住
所
が
現
在
の
住

所
と
異
な
る
場
合
や
所
有
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
な
ど
は
、

住
民
票
、
戸
籍
謄
本
な
ど
の
添

付
が
必
要
で
す
。

　

登
記
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

法
務
局
ま
た
は
土
地
家
屋
調
査

士
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
務
局
に
登
記
相
談

を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に

予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
福
島
地
方
法
務
局
白
河
支
局

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
１
２
０
７

【
申
告
書
作
成
会
場
開
設
の
お

知
ら
せ
】

　

白
河
税
務
署
で
は
、
申
告
書

作
成
会
場
を
次
の
と
お
り
開
設

し
ま
す
。

◆
開
設
期
間

　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
等
を
除
く
。

◆
時
間　

９
：
00
～
16
：
00

◆
会
場　

白
河
市
産
業
プ
ラ
ザ

人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

※
開
設
前
は
、
税
務
署
内
を
含

め
申
告
書
作
成
会
場
を
設
け
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
開
設
期
間

中
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
作
成
会
場
は
大
変
混

雑
し
、
申
告
書
の
作
成
に
１
時

間
以
上
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ

て
、
な
る
べ
く
早
め
の
時
間
帯

に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

【
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）

の
利
用
に
つ
い
て
】

　

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
手
続
き

が
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、

税
務
署
で
発
行
を
受
け
た
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
が
ご
利
用
で
き
る
ほ
か
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
又
は
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
使
用
し
て
操
作

が
し
や
す
い
「
ス
マ
ホ
専
用
画

面
」
に
よ
り
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

白
河
税
務
署
か
ら
の

ご
案
内

登
記
さ
れ
て
い
る
建

物
を
取
り
壊
し
た
場

合
は
「
滅
失
登
記
申

請
」
が
必
要
で
す

福
島
県
最
低
賃
金
798
円

税
務
係
か
ら
お
知
ら
せ



的
と
し
た
２
年
間
の
教
育
訓
練

を
実
施
し
ま
す
。

◆
募
集
コ
ー
ス

　

介
護
福
祉
士
養
成
科

◆
訓
練
期
間

　

２
０
２
０
年
４
月
～

　

２
０
２
２
年
３
月（
２
年
間
）

◆
訓
練
会
場

　

県
内
の
介
護
福
祉
士
養
成
施
設

◆
受
講
料

　

受
講
料
は
無
料
で
す
。

※
テ
キ
ス
ト
代
や
保
険
代
等
は
、

個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

◆
そ
の
他

　

募
集
期
間
は
、
１
月
中
旬
か

ら
２
月
末
日
を
予
定
し
て
い
ま

す
が
、
受
講
対
象
者
・
申
込
方

法
等
に
つ
い
て
は
、
問
い
合
わ

せ
先
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ

ー
郡
山
教
務
課
委
託
訓
練
担
当

☎
０
２
４
・
９
４
４
・
１
６
３
３
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ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
い
た

だ
け
れ
ば
、
確
定
申
告
書
を
税

務
署
に
郵
送
等
で
提
出
す
る
手

間
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
な
ど

多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
発
行

は
、
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の

上
、
最
寄
り
の
税
務
署
の
総
合

窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
白
河
税
務
署

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
７
１
１
１

（
音
声
案
内
・
２
番
を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。
）

　

台
風
19
号
に
よ
り
被
害
を
受

け
ら
れ
た
方
が
「
自
然
災
害
被

災
者
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
免
除
・
減

額
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※
債
務
の
免
除
等
に
は
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
や
借
入

先
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ロ
ー
ン
借
入
先
の

金
融
機
関
等
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
東
北
財
務
局
福
島
財
務
事
務
所

☎
０
２
４
・
５
３
５
・
０
３
０
１

　

福
島
県
で
は
、
県
内
に
居
住

ま
た
は
勤
務
さ
れ
て
い
る
方
を

対
象
に
、
皆
さ
ん
の
健
康
知
識

や
理
解
度
を
測
る
「
ふ
く
し
ま

健
民
検
定
」
を
実
施
い
た
し
ま

す
。
本
検
定
に
用
い
る
問
題

は
、
令
和
元
年
12
月
４
日
㈬
か

ら
令
和
２
年
２
月
５
日
㈬
に
か

け
て
各
新
聞
（
福
島
民
報
、
福

島
民
友
）
や
、
ふ
く
し
ま
健
民

ア
プ
リ
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

ク
イ
ズ
（
全
60
回
）
を
基
に
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

掲
載
さ
れ
た
ク
イ
ズ
の
内
容
は

「
ふ
く
し
ま
健
民
検
定
」
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
検
定
合
格
者
に
は
特
典
も

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ク
イ
ズ
の
内
容
を
ご
確
認
の
上
、

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
実
施
期
間

　

２
月
６
日
㈭
～
２
月
28
日
㈮

◆
参
加
方
法

　

左
記
の
①
、
②
か
ら
お
好
き

な
方
法
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

①
「
ふ
く
し
ま
健
民
検
定
」
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、

検
定
フ
ォ
ー
ム
上
で
解
答

②
問
題
用
紙
を
事
務
局
か
ら
取

り
寄
せ
、
解
答
を
郵
送

（
取
り
寄
せ
時
の
送
料
は
事
務

局
が
負
担
し
ま
す
）

◆
合
格
基
準

　

正
答
率
70
％
以
上

◆
参
加
料　

無
料

◆
結
果
通
知

　

３
月
中
に
結
果
通
知
を
郵
送

し
ま
す
。

◆
特
典

①
合
格
者
全
員
に
「
認
定
証
・

ふ
く
し
ま
健
民
カ
ー
ド
特
別

版
」
を
進
呈
し
ま
す
。

②
合
格
者
の
う
ち
、
抽
選
で
50

名
に
景
品
を
進
呈
し
ま
す
。

問
ふ
く
し
ま
健
民
検
定
事
務
局

☎
０
２
４
・
９
２
７
・
０
０
２
１

（
平
日
10
：
00
～
17
：
00
）

　

東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等

職
員
採
用
試
験
実
施
委
員
会
で

は
、
オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
ま
す
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は

令
和
２
年
度
の
職
員
採
用
試
験

の
概
要
や
先
輩
職
員
の
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会

で
す
。
国
立
大
学
法
人
等
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
に
も
奮
っ
て
ご
来
場
く
だ

さ
い
。
参
加
に
当
た
っ
て
は
事

前
予
約
が
必
要
で
す
の
で
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
か

ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
日
程　

３
月
３
日
㈫

　
　
　
　

15
：
00
～
17
：
00

◆
会
場　

福
島
大
学

問
東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等

職
員
採
用
試
験
実
施
委
員
会

☎
０
２
２
・
２
１
７
・
５
６
７
６

URL http:w
w

w
.bureau.toho

ku.ac.jp/shiken/

　

求
職
中
の
方
を
対
象
と
し
て
、

国
家
資
格
「
介
護
福
祉
士
」
の

取
得
と
介
護
福
祉
業
界
へ
の
正

職
員
就
職
を
目
指
す
こ
と
を
目

「
ふ
く
し
ま
健
民
検
定
」

に
挑
戦

東
北
地
区
国
立
大
学

法
人
等

オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー

介
護
福
祉
士
養
成
科

の
訓
練
生
募
集

催　
　

し

募　
　

集

自
然
災
害
被
災
者
債

務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
つ
い
て
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